
様式第１号（第３条関係） 

（表） 

保育園入園申込書 

      年    月    日 

我孫子市子ども部長 あて 
保護者 

 

 

 

 

 

次のとおり保育園への入園を申し込みます。 

入 園 児 童 

フリガナ 
生年月日 

こどもコード 
（市記入欄） 

認定区分 

（市記入欄）氏 名 

 
 年   月   日  

標 

短  

保 育 園 の 
利 用を希望 
す る 期 間 

    年    月    日から     年     月    日まで 

入 園を希望 

す る保育園 

(園名は保育

園等一覧を参

照してくださ

い。） 

 希望園名  希望園名 

第１希望  第１３希望  

第２希望  第１４希望  

第３希望  第１５希望  

第４希望  第１６希望  

第５希望  第１７希望  

第６希望  第１８希望  

第７希望  第１９希望  

第８希望  第２０希望  

第９希望  第２１希望  

第１０希望  第２２希望  

第１１希望  第２３希望  

第１２希望  第２４希望  

○入園児童の家族構成 

区
分 

氏名 
入園児童

との続柄 
生年月日 年齢 職業 保育園利用 

家
族
構
成 

  年  月  日   利用中・申込中 

  年  月  日   利用中・申込中 

  年  月  日   利用中・申込中 

  年  月  日   利用中・申込中 

  年  月  日   利用中・申込中 

  年  月  日   利用中・申込中 

※裏面へ続く 

フリガナ  

氏 名 
 
 

住 所 
 

電話番号  



（裏） 

  〇入園児童の家庭の状況 

ひとり親世帯 □ ひとり親世帯でない □ひとり親世帯である （必要書類：戸籍謄本） 

生活保護の状況 □ 受給していない   □ 受給している（必要書類：受給証明書） 

障害者手帳の取得の有無 □ 無   □ 有（必要書類：手帳の写し） 

  〇該当者のみ 

兄弟姉妹が

利用申請を  

行う場合 

希望する項目の□にレ点を付けてください。（いずれかひとつに☑） 

□ 希望順位が低くても、同じ保育園を優先する。（同園優先） 

□ 兄妹姉妹が別々でも、それぞれの児童の希望順位の高い保育園を優先する。(順位優先) 

 

記 入 上 の 注 意 
 
  この入園申込書は、保護者が次の点に注意し、記入の上、市役所に提出してください。なお、入園児童１人につき１枚作成してください。 

 １ 「入園児童」の欄は、「氏名」にフリガナを付してください 

 ２ 「入園を希望する保育園」の欄は、希望する順位に従い、保育園名を記入してください。 

  ※ 入園を希望する保育園に市立保育園及び私立保育園の両方がある場合は、それぞれにつき１枚ずつ入園申込書を作成してください。 

 ３ 「家族構成」の欄は、入園児童本人以外の全員（入園児童の両親、同居している親族等）について、記入してください。 

 ４ 保育園は、次の表に掲げる事由に該当し、かつ、両親以外の同居している親族等による児童の保育ができない場合に限り入園することができ、

当該事由に該当しないため、入園できない場合があります。 

 ５ 希望者が多数いる場合には、希望する保育園へ入園できない場合があります。 

 

保育を必要とする事由 

保育の必要性の認定を受ける場合は、両親のいずれも（両親と別居している場合には児童の世話をする者）が次の

いずれかの事情にある場合です。 

(1)就労 児童の保護者が仕事をすることで、その児童の保育ができない場合 

(2)妊娠・出産 児童の保護者が出産の前後のため、その児童の保育ができない場合 

(3)疾病・障害 児童の保護者が病気、負傷又は心身に障害があるため、その児童の保育ができない場合 

(4)看護・介護 児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障害のある人、小児慢性疾患に伴う

看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者がいつもその同居又は長期入院・入所している親族の看護・介護

に当たっているため、その児童の保育ができない場合 

(5)災害復旧 震災、火災、風水害その他の災害の復旧に当たっているため、児童の保育ができない場合 

(6)求職活動 児童の保護者が求職活動（起業準備を含む。）を行っているため、その児童の保育ができない場合 

(7)就学 児童の保護者が就学（職業訓練校等における職業訓練を含む。）のため、その児童の保育ができない場合 

 

 

市記入欄 
基準点数   基準点数   調整点数   総合点数 

〔    〕 〔    〕 〔    〕 〔    〕 

 


